
優先権（パリ優先権，国内優先権）に関する

審査基準（以下，「優先権の審査基準」という）

は，「特許・実用新案審査基準」の「第IV部」

において，これまで「追って補充」となってい

ましたが，その間に外国からの日本への出願件

数も増え，優先権に関する裁判例も蓄積されて

きました。また，内外からの作成の要望もあり，

審査基準の作成の必要性が高まったため，特許

庁は平成16年７月28日に「優先権の審査基準」

を作成し公表しました。今回，この「優先権の

審査基準」をQ&Aの形式でまとめましたので，

ご紹介します。なお，「優先権主張の効果の判

断例と部分優先又は複合優先の取扱い」につい

て図表化しましたので，併せてご参照くださ

い。

この審査基準の主な内容について教え

てください。

以下の４つが挙げられます。①優先権

（パリ優先権，国内優先権）主張の効

果について判断を行う場合の基本的な考え方，

認められる範囲が明確にされた。②優先権主張

の効果についての判断例が類型化されて示され

た。③優先権主張を伴う日本出願の審査上の取

扱いとして，第一国出願の日と日本出願の出願

日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行文献

等を発見した場合にのみ，優先権主張の効果に

ついて判断すれば足りることが明確にされた。

④米国における一部継続出願や米国，英国，オ

A 1

Q 1

ーストラリアにおける仮出願に基づく優先権主

張の取扱いが明確にされた。

この審査基準はいつから施行され，ま

たいつからの出願について適用され

ますか？

この審査基準は，特許庁から公表され

た平成16年７月28日から施行されて

います。また同日以降に審査を行う出願の全て

に適用されます。

第一国出願に基づく優先権主張を伴う

日本出願は，優先権主張の効果につ

いてどのように取り扱われますか？

２つのケースに分けて説明します。

① 第一国出願Ⅱのみに基づき優先権

主張をする場合

パリ条約による優先権主張の基礎とすること

ができる出願は，パリ条約の同盟国における最

初の出願のみです（第４条Ｃ（2））。したがって，

第一国出願Ⅱのみに記載されている発明ｂにつ

いては優先権主張の効果が認められますが，第

一国出願Ⅰにも記載されている発明ａについて

は，第一国出願Ⅱは最初の出願ではないので，

A 3

Q 3

A 2

Q 2
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優先権主張の効果は認められません。なお，第

一国出願Ⅱが第一国出願Ⅰに基づく優先権主張

を伴うか否かにかかわらず，同じ結論になりま

す。

② 第一国出願Ⅰ及び第一国出願Ⅱの両者に基

づき優先権主張をする場合

発明ａについては第一国出願Ｉに基づく優先

権主張の効果が認められ，発明ｂについては第

一国出願Ⅱに基づく優先権主張の効果が認めら

れます。

パリ条約による優先権の主張を伴い日

本出願を行った場合において，実体

審査の基準日の取扱いについて教えてくださ

い。

日本出願に係る発明のうち，第一国出

願の出願書類の全体（明細書，特許

請求の範囲及び図面）に記載されている発明に

ついては，特許法第29条（新規性，進歩性），

第29条の２本文（いわゆる拡大された先願の地

位），第39条第１項～４項（先願）及び第126条

第５項（訂正審判の独立特許要件（第17条の２

第５項において準用する場合も含む。））に係る

規定の適用にあたっては，日本出願が第一国出

願の時にされたものとして扱われます。

しかし，特許法第36条（記載要件）等，上記

以外の実体審査に係る条文の規定の適用にあた

っては，日本出願の出願日を基準として判断さ

れます（審査基準第Ⅳ部第３章（4）かっこ書き

参照。）。

ただし，日本出願について優先権主張の効果

を判断する際に，第一国出願の出願書類全体に

記載された発明が実施可能か否かについて問題

となる場合は，日本出願の出願日ではなく第一

国出願日を基準として判断されます。

パリ優先権主張の効果が認められる範

囲について教えてください。
Q 5

A 4

Q 4

日本出願の請求項に係る発明が優先権

主張の効果を受けるには，第一国出

願の出願書類全体に記載した事項の範囲内にあ

る必要があります。この範囲内か否かの判断は，

新規事項の例によります（第Ⅲ部第Ⅰ節　新規

事項参照。）。

優先権主張の効果の判断は請求項ごと

になされますか？

原則は請求項ごとに判断されます。た

だし例外があり，一の請求項におい

て発明特定事項が選択肢で表現されている場合

には，選択肢ごとに判断されます。また，新た

に実施例の形態が追加されている場合には，そ

の追加部分について優先権主張の効果が判断さ

れます。

日本出願の請求項に係る発明が，第一

国出願の出願書類の全体に記載した

事項の範囲内のものとは認められない例を教え

てください。

３つのケースに分けて説明します。別

表を併せてご参照ください。

① 日本出願の請求項に，第一国出願の出願書

類の全体に記載されていない事項が発明特定事

項として記載されている場合

例えば，第一国出願記載の構成要素と日本出

願で追加された構成要素を組み合わせた結合発

明［例１－２，例２－１，例２－２，例２－６］

や，第一国出願記載の上位概念の発明から下位

概念の要素を選択した選択発明の場合です。

② 日本出願の請求項に係る発明に，第一国出

願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超

える部分が含まれる場合

新たな実施の形態等の日本出願への追加［例

１－３］，記載されていた事項の削除（発明特

定事項の一部の削除等）等による場合です。た

だし，日本出願の請求項に係る発明のうち，第

A 7

Q 7

A 6

Q 6

A 5
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一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範

囲内のものと認められるものがあるときは，そ

の部分については優先権主張の効果が認められ

ます（部分優先）。

③ 第一国出願の出願書類の全体には実施可能

な程度に記載されていないが，日本出願の請求

項に係る発明は実施可能となっている場合

実施の形態の追加［例１－４，例１－５］や

技術常識の変化［例１－６］等の結果，実施可

能となった場合等が挙げられます。

パリ条約による優先権主張を伴う日本

出願の審査は，どのように進められ

ますか？

審査においては，第一国出願の日と日

本出願の出願日との間に拒絶理由と

なり得る先行技術文献等が発見されたときの

み，優先権主張の効果について判断されます。

すなわち，先行技術調査は，通常日本出願の

出願日に基づいて行われます。優先権主張の効

果が認められない可能性があるためです。そし

て，第一国出願の日と日本出願の出願日との間

に公開された先行技術文献等に基づいて拒絶理

由を通知するときは，優先権主張の効果を認め

なかった理由が提示されます。

一方，優先権主張の効果についての判断が容

易で，先行技術調査に先立って優先権主張の効

果について判断した方が，効率的な審査に資す

る場合もあります。この場合，先に優先権主張

の効果について判断されることもあります。例

えば，優先期間中に多数の出願が競合する分野

においては，先行技術調査及び審査の経済性の

観点から，先に優先権主張の効果について判断

されることがあります。

パリ条約による優先権主張を伴う日本

出願の審査において，優先権主張の

効果が認められない場合，どのような拒絶理由

Q 9

A 8

Q 8

が通知されますか？

優先権主張の効果が認められないため

に拒絶の理由が生じる場合には，拒

絶理由を通知する際，請求項を特定し，優先権

主張の効果が認められない旨及びその理由が記

載された拒絶理由が通知されます。

また，拒絶理由通知に対して意見書が提出さ

れ，又は，明細書，特許請求の範囲若しくは図

面の補正がなされたときは，改めて優先権主張

の効果の有無について審査されます。

米国における一部継続出願（CIP）に

基づく優先権主張を伴う日本出願は，

優先権主張の効果についてどのように取り扱わ

れますか？

２つのケースに分けて説明します。

① CIP出願のみに基づき優先権主張

をする場合

CIP出願にのみ記載されている発明ｂについ

ては優先権主張の効果が認められますが，原出

願にも記載されている発明ａについては，CIP

出願は最先の出願ではないので，優先権主張の

効果が認められません。

なお，優先権証明書としてCIP出願の出願書

類のみが提出されている場合は，一応優先権主

張の効果が認められず，拒絶理由通知の際に原

出願の出願書類の提出が求められます。これは，

米国では出願書類が公開されない場合があるた

め，審査官が原出願の出願書類を入手すること

ができず，優先権主張の効果の判断ができない

ことがあるためです。原出願の出願書類が提出

されると，改めて優先権主張の効果の有無が判

断されます。

② 原出願及びCIP出願の両者に基づき優先

権主張をする場合

A 10

Q 10

A 9
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別
表
　
優
先
権
主
張
の
効
果
の
判
断
例
と
部
分
優
先
又
は
複
合
優
先
の
取
扱
い

優 先 権 主 張 の 効 果 の 判 断 例

類
例

例
１
－
１

（
記
載
範
囲
内
で

の
請
求
項
変
更
）
特
定
化
合
物
（
a）

特
定
化
合
物
（
a）
を
含
む
抗

癌
剤
（
X
）

ミ
ラ
ー
角
度
調
整
手
段

（
a）
を
含
む
光
走
査
装

置
（
X
1）

実
施
形
態
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
，
請
求
項
発
明

が
実
施
可
能
で
な
い

実
施
形
態
と
し
て
，
ネ
ジ
（
a）

に
よ
り
ミ
ラ
ー
角
度
を
調
整

す
る
光
走
査
装
置
（
X
1）
の

み
記
載

第
一
国
出
願
と
同
じ

第
一
国
出
願
と
同
じ

ミ
ラ
ー
を
圧
電
素
子
b
に
よ
り

自
動
調
整
す
る
光
走
査
装
置

（
X
2）
を
追
加

請
求
項
発
明
が
実
施
可
能
と

な
る
実
施
形
態
の
追
加

特
定
化
合
物
（
a）
を

含
む
抗
癌
剤
（
X
）

特
定
化
合
物
（
a）
を
含
む
抗

癌
剤
（
X
）
に
つ
い
て
の
記
載

あ
り

請
求
項

第
一
国
出
願

出
願
書
類

請
求
項

認
否 ○

理
由

特
定
化
合
物（
a）
を
抗
癌
剤（
X
）と

し
て
用
い
る
こ
と
は
，第
一
国
出
願

の
出
願
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

例
１
－
２

（
未
記
載
事
項
を

結
合
し
た
発
明
）

例
１
－
３

（
新
た
な
実
施
形

態
の
追
加
）

例
１
－
４

（
実
施
形
態
の
追

加
に
よ
る
実
施
可

能
）

構
造
物
の
低
層
部
分
（
a1
）
と
高
層
部
分
（
a2
）
と
を

制
震
装
置
（
b）
で
連
結
し
た
制
震
構
造
物
（
X
1）

構
造
物
の
低
層
部
分
（
a1
）
と
高
層
部
分
（
a2
）
と
を

制
震
装
置
（
b
）
で
連
結
し
，
連
結
状
態
を
制
御
す
る
制

御
手
段
（
c）
を
設
け
た
制
震
構
造
物
（
X
2）

× × ×

日
本
出
願
の
請
求
項
発
明
（
X
2
）

は
第
一
国
出
願
の
出
願
書
類
に
記

載
の
発
明
（
X
1）
と
同
出
願
書
類

に
は
記
載
の
な
い
他
の
発
明
特
定

事
項
（
c）
と
を
結
合
さ
せ
て
成
立

し
た
発
明
（
X
2）
で
あ
り
，
第
一

国
出
願
の
出
願
書
類
に
記
載
し
た

事
項
の
範
囲
外
と
な
る

日
本
出
願
の
請
求
項
発
明
の
う
ち

「
ミ
ラ
ー
を
圧
電
素
子
b
…
光
走
査

装
置
（
X
2）
」
に
対
応
す
る
部
分
は

新
た
な
実
施
形
態
の
追
加
で
あ
り
，

追
加
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
一

国
出
願
の
出
願
書
類
に
記
載
が
な

い

あ
る
遺
伝
子
（
a）

出
願
書
類
の
記
載
か
ら
遺
伝

子
（
a）
を
作
る
こ
と
は
で
き

る
が
，
そ
の
機
能
は
明
ら
か

で
な
い
の
で
，
請
求
項
発
明

（
a）
は
実
施
可
能
で
な
い

第
一
国
出
願
と
同
じ

遺
伝
子
発
明
（
a）
が
実
施
可

能
と
な
る
実
験
結
果
の
追
加

例
１
－
５

（
実
験
結
果
の
追

加
に
よ
る
実
施
可

能
）

×

遺
伝
子
（
a）
の
実
験
結
果
が
追
加

さ
れ
た
結
果
，
日
本
出
願
の
請
求

項
発
明
が
実
施
可
能
と
な
り
，
第

一
国
出
願
の
出
願
書
類
に
記
載
し

た
事
項
の
範
囲
外
と
な
る

遺
伝
子
組
換
え
植
物

（
X
）
遺
伝
子
組
換
え
植
物

X

双
子
葉
植
物
（
a
1
）
に
つ
い

て
の
み
記
載
（
出
願
書
類
の

記
載
と
こ
の
時
の
技
術
常
識

か
ら
は
，単
子
葉
植
物
（
a
2
）

の
遺
伝
子
組
換
え
植
物
は
作

れ
な
い
）

第
一
国
出
願
と
同
じ

遺
伝
子
組
換
え
植
物

X

第
一
国
出
願
と
同
じ
（
日
本

出
願
時
ま
で
に
技
術
常
識
変

化
→
双
子
葉
植
物
（
a
1
）
の

遺
伝
子
組
換
え
可
な
ら
単
子

葉
植
物
（
a2
）
の
組
換
え
可
）

例
１
－
６

（
技
術
常
識
の
変

化
に
よ
る
実
施
可

能
）

×

単
子
葉
植
物
（
a
2
）
の
部
分
は
，

そ
の
後
の
技
術
常
識
の
変
化
に
よ

り
日
本
出
願
時
に
実
施
可
能
に
な

っ
た
部
分
で
あ
り
，
第
一
国
出
願

の
出
願
書
類
に
記
載
し
た
事
項
の

範
囲
外
と
な
る

実
施
形
態
の
追
加
で
，
日
本
出
願

の
請
求
項
発
明
は
実
施
可
能
。
だ

が
第
一
国
出
願
の
出
願
書
類
に
記

載
し
た
事
項
の
範
囲
外
と
な
る

日
本
出
願

優
先
権
主
張
効
果
の
認
否
・
有
無

詳
細
説
明
・
図
面

高
層

b
低
層

X
1

高
層
a2

低
層
a1

X
2

c
b

ミ
ラ
ー
角
度
調
整

X
1

ミ
ラ
ー
角
度
調
整

X
1，
X
2

ネ
ジ
a／
角
度
調
整

X
1

圧
電
b／
角
度
調
整

ネ
ジ
a／
角
度
調
整

X
1

X
2

単
子
葉
a2

双
子
葉
a1

X

単
子
葉
a2

双
子
葉
a1

X
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部 分 優 先 ・ 複 合 優 先 の 取 扱 い

例
２
－
１

（
請
求
項
の
追
加
）

例
２
－
２

（
請
求
項
に
係
る

選
択
肢
の
追
加
）

例
２
－
３

（
複
合
優
先
１
）

ク
ロ
ム
（
a）
を
含
有
す
る
耐
蝕
鋼
（
X
1）

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数

が
１
～
５
で
あ
る
こ
と

を
含
む
も
の

出
願
A
：

ク
ロ
ム
（
a）
を
含
有
す
る
耐
触

鋼
（
X
1）

出
願
B
：

ク
ロ
ム（
a）
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

（
b）
を
含
有
す
る
耐
触
鋼
（
X
2）

請
求
項
１
：

ク
ロ
ム
（
a）
を
含
有
す
る
耐
触

鋼
（
X
1）

請
求
項
２
：

ク
ロ
ム（
a）
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

（
b）
を
含
有
す
る
耐
触
鋼
（
X
2）

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
１

～
５
で
あ
る
こ
と
を
含
む
も

の
の
実
施
形
態
に
つ
い
て
の

み
記
載

請
求
項
１
：

ク
ロ
ム
（
a）
を
含
有
す
る
耐
蝕

鋼
（
X
1）

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数

が
１
～
1
0
で
あ
る
こ

と
を
含
む
も
の

炭
素
数
１
～
10

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
１

～
1
0
で
あ
る
こ
と
を
含
む
も

の
の
実
施
形
態
が
記
載

○
請
求
項
１
：
ク
ロ
ム
（
a）
を
含
有

す
る
耐
蝕
鋼
（
X
1）
は
第
一
国
出

願
の
出
願
書
類
に
記
載
が
あ
る

請
求
項
２
：

ク
ロ
ム
（
a）
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム（
b）
を
含
有
す
る
耐
蝕
鋼（
X
2）

× ○ × ○ ○

請
求
項
２
：
ク
ロ
ム
（
a）
及
び
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
b
）
を
含
有
す
る
耐

蝕
鋼
（
X
2）
は
第
一
国
出
願
の
出

願
書
類
の
記
載
の
範
囲
外
で
あ
る

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
１
～
５
の

部
分
は
，
第
一
国
出
願
の
出
願
書

類
に
記
載
が
あ
る

出
願
A
：
ク
ロ
ム（
a）
を
含
有
す
る

耐
蝕
鋼
（
X
1）
は
第
一
国
出
願
A

の
出
願
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

出
願
B
：
ク
ロ
ム（
a）
及
び
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム（
b
）を
含
有
す
る
耐
蝕
鋼

（
X
2）
は
第
一
国
出
願
B
の
出
願
書

類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

例
２
－
４

（
複
合
優
先
２
）

出
願
A
：

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
１
～

５
で
あ
る
こ
と
を
含
む
も
の

出
願
B
：

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
６
～

10
で
あ
る
こ
と
を
含
む
も
の

ア
ル
コ
ー
ル
炭
素
数
が

１
～
10
（
出
願
A
，
B

を
複
合
し
て
一
つ
の
請

求
項
に
記
載
）

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
１

～
1
0
で
あ
る
こ
と
を
含
む
も

の
の
実
施
形
態
に
つ
い
て
記

載

○ ○

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
１
～
５
の

部
分
は
，
第
一
国
出
願
A
の
出
願
書

類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

ア
ル
コ
ー
ル
炭
素
数
６
～
1
0
は
，

第
一
国
出
願
B
の
出
願
書
類
に
記
載

さ
れ
て
い
る

例
２
－
５

（
複
合
し
た
発
明

部
分
が
双
方
の
明

細
書
に
記
載
）

例
２
－
６

（
結
合
し
た
発
明

が
双
方
の
明
細
書

に
不
記
載
）

先
願
A
：

特
定
構
造
の
撮
像
素
子

（
a）
を
備
え
た
デ
ジ
タ

ル
カ
メ
ラ
（
X
１
）

出
願
A
：

温
度
セ
ン
サ
ー（
a）
と
温
度
セ
ン
サ

ー
か
ら
の
信
号
を
受
け
て
遮
光
幕

（
b
）を
開
閉
す
る
遮
光
幕
開
閉
機
構

（
c）
を
備
え
た
温
室
（
X
1）
を
記
載

温
度
セ
ン
サ
ー
（
a）
と
温
度
セ
ン
サ
ー

か
ら
の
信
号
を
受
け
て
換
気
窓
（
e
）

（
遮
光
幕
で
な
い
）
を
開
閉
す
る
換
気
窓

開
閉
機
構
（
f）
を
備
え
た
温
室
（
X
3）

（
出
願
A
と
出
願
B
の
両
方
に
基
づ
く
）

出
願
B
：

湿
度
セ
ン
サ
ー（
d
）と
湿
度
セ
ン
サ

ー
か
ら
の
信
号
を
受
け
て
換
気
窓

（
e）
を
開
閉
す
る
換
気
窓
開
閉
機
構

（
f）
を
備
え
た
温
室
（
X
2）
を
記
載

先
願
A
，
後
願
B
そ
れ
ぞ
れ
の

出
願
書
類
に
，
特
定
構
造
の
撮

像
素
子（
a）
及
び
オ
ー
ト
フ
ォ

ー
カ
ス
装
置（
b
）を
備
え
た
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
（
X
3）
を
記
載

後
願
B
：

オ
ー
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
装

置
（
b
）
を
備
え
た
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
（
X
2）

特
定
構
造
の
撮
像
素
子

（
a）
及
び
オ
ー
ト
フ
ォ

ー
カ
ス
装
置
（
b
）
を

備
え
た
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
（
X
3）

特
定
構
造
の
撮
像
素
子
（
a
）

及
び
オ
ー
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
装

置
（
b
）
を
備
え
た
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
（
X
3）
を
含
む
記
載

あ
り

○ ×

撮
像
素
子
（
a）
及
び
オ
ー
ト
フ
ォ

ー
カ
ス
装
置
（
b
）
が
先
願
A
，
後

願
B
の
い
ず
れ
に
も
記
載
さ
れ
て

い
る
た
め
（
先
願
A
を
優
先
日
と

し
て
審
査
す
る
）

温
度
セ
ン
サ
ー
（
a）
と
温
度
セ
ン

サ
ー
か
ら
の
信
号
を
受
け
て
換
気

窓
（
e）
を
開
閉
す
る
換
気
窓
開
閉

機
構
（
f）
を
備
え
た
温
室
（
X
3）

は
第
一
国
出
願
A
又
は
B
の
い
ず
れ

の
出
願
書
類
に
も
記
載
さ
れ
て
い

な
い

ア
ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
６
～
1
0

の
部
分
は
，
第
一
国
出
願
の
出
願

書
類
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い

ク
ロ
ム
a

X
1

ク
ロ
ム
a

X
1

ク
ロ
ム
a＋
ア
ル
ミ
b

X
2

ク
ロ
ム
a

X
1

ク
ロ
ム
a＋
ア
ル
ミ

X
2

ク
ロ
ム
a

X
1

ク
ロ
ム
a＋
ア
ル
ミ
b

X
2

出
願
A
：

炭
素
数
１
～
５

出
願
B
：

炭
素
数
６
～
10

先
願
A
＝
X
1：
撮
像
a＋
A
F
･b

X
3：
撮
像
a＋
A
F
･b

後
願
B
＝
X
2：
撮
像
a＋
A
F
･b

温
度
a

開
閉
b

遮
光
c

X
1

→
↑

湿
度
d

開
閉
f

換
気
e

X
2

→
↑

温
度
a

開
閉
f

換
気
e

X
3

→
↑

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



発明ａについては原出願に基づく優先権主張

の効果が認められ，発明ｂについてはCIP出願

に基づく優先権主張の効果が認められます。

米国仮出願を基礎とする米国正規出願

に基づく優先権主張を伴う日本出願

は，優先権主張の効果についてどのように取り

扱われますか？

米国正規出願にのみ記載されている発

明ｂについては優先権主張の効果が

認められますが，米国仮出願の出願書類にも記

載された発明ａについては，米国正規出願が最

先の出願ではないので，優先権主張の効果は認

められません。発明ａについても優先権主張の

効果を認められるためには，米国仮出願に基づ

く優先権主張をする必要があります。

国内優先権主張の効果についての考え

方及び判断は，パリ条約による優先

権主張の効果についての考え方及び判断と同じ

ですか？

基本的には同じです。ただし，国内優

先権の主張の基礎とされた先の出願

は取下げになる等，国内優先権固有の事項はパ

リ条約による優先権の場合における取扱いと異

なっていることにご注意ください。

先の出願に基づく国内優先権の主張を

伴う日本出願において，特許法第30
Q 13

A 12

Q 12

A 11

Q 11

条（発明の新規性の喪失の例外）の適用を受け

たい場合の留意点を教えてください。

国内優先権の主張を伴う日本出願（以

下「後の出願」という）を新規性が

喪失した日から６ヶ月以内に出願する場合は，

後の出願時に30条１項又は３項適用の手続を行

えば新規性喪失の例外の適用を受けることがで

きます。

以下に具体的なケースを想定して説明しま

す。

① 先の出願に記載された発明ａが，後の出

願前に新規性を喪失した場合：

発明ａについての新規性の判断は先の出願の

時になりますので，後の出願において30条の適

用を考える必要はありません。

② 先の出願に発明ａが，後の出願に発明ａ，

ｂがそれぞれ記載され，発明ｂが後の出願時に

新規性を喪失している場合：

後の出願が発明ｂの新規性喪失後６ヶ月以内

であれば，後の出願において所定の手続をとれ

ば30条は適用されます。

③ 先の出願を出願する前に新規性を喪失し

ていた発明ａについて，先の出願では30条適用

のための所定の手続をしておらず，後の出願を

新規性喪失から６ヶ月以内に出願した場合：

後の出願で所定の手続をとれば30条は適用さ

れる運用になっています。ただしこの件につい

て裁判で争われた事例はありません。

（原稿受領日　2004年10月19日）
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